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■感染症対策情報      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

栃木県新型コロナウイルス警戒レベルが 

【感染厳重注意】に引き上げられました 
 新型コロナウイルス感染症の新規感染者が増加しているため、警戒

度レベルが「感染厳重注意」に引き上げられました。 

◇期間 １１月２５日（水）～１２月３１日（木）※終期は予定です。 

【市民の皆様へのお願い】 
・マスクの着用、換気をはじめ、３密（密閉・密集・密接）の回避や

手洗い等、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。 

・感染リスクが高まる「５つの場面」での注意をお願いします。 

５ 
つ 
の 
場 
面 

①飲酒を伴う懇親会等 
②大人数や長時間におよぶ飲食 
③マスクなしでの会話 
④狭い空間での共同生活 
⑤居場所の切り替わり 

・体調が悪い場合は、仕事は休み、旅行や外出をお控えください。 

・施設に応じた感染予防対策の徹底が行われていない場所への外出は

避けてください。 

・高齢者、基礎疾患を有する人等の「ハイリスク者」は、これらの取

り組みについて特に徹底してください。 

【事業者等の皆様へのお願い】 
・業種ごとの感染予防ガイドラインの徹底等、感染拡大防止のための

適切な取り組みをお願いします。 

・栃木県における「新型コロナ感染防止対策取組宣言」の実施をお願

いします。 

【イベント等の開催に関するお願い】 
・全イベントにおいて、「イベント開催時の必要な感染予防策」を主 

催者等が徹底するとともに、参加者も十分ご理解ください。 

・イベントの類型ごとに定められた要件等を満たすようお願いします。 

■問合 那須烏山市新型コロナウイルス感染症対策本部（総務課内） 

☎０２８７－８３－１１１７ 

 

発熱等の症状がある場合の受診方法 
 県では、発熱患者等が適切に診察・検査を受けられる相談体制を  

１１月から変更しています。発熱等の症状がある場合は、下記の受診

方法にご協力をお願いします。 

【受診方法】 
発熱等の症状がある場合は、まず、かかりつけ医等最寄りの医療機

関に電話で症状等を相談のうえ、受診してください。 

◇かかりつけ医等最寄りの医療機関に連絡できない場合 

 栃木県受診・相談センター ☎０５７０－０５２－０９２ 

◇日本語以外で相談をする場合 

 外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン 

 ☎０２８－６７８－８２８２ 

※栃木県受診・相談センター、外国人向け新型コロナウイルス相談ホ

ットラインは２４時間対応です。（土・日曜日および祝日を含む） 

※診療時間に注意し、医療機関に電話してから時間内に受診してくだ

さい。なお、検査の可否は医師の判断となります。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

傷病手当金の支給適用期間が延長されます 
 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により感染の疑いが

あり仕事を休業し、その間の給与等の全額または一部の支払いを受け

取ることができなくなった国民健康保険および後期高齢者医療保険に

加入している人に「傷病手当金」を支給します。 

◇対象 国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入し、給与等の

支払いを受けて雇用されている人 

◇支給要件 下記のすべての条件を満たす人 

・新型コロナウイルス感染症等の療養のため、仕事を  

４日以上休業した。 

・休業した期間に就業予定があり、勤務ができなかった

ため、給与の全額または一部が支給されなかった。 

      ・休業する前の直近３か月間の勤務があり、会社等から

給与を受けていた。（複数の事業所に勤務でも可） 

◇適用期間 令和２年１月１日（水・祝）～令和３年３月３１日（水） 

（入院が継続する場合は、最長1年６か月） 

◇申請方法 世帯主用、被保険者用、事業主記入用、医療機関記入用

の４種類すべての申請書（下記備付および市ホームペー

ジ掲載）に必要事項を記入し、下記あて提出する。 

※国民健康保険と後期高齢者医療保険で申請書の様式が異なりますの

で、申請の際にはお間違えのないようご注意ください。 

※郵送で申請する場合は、各申請書に記載漏れがないか確認し、対象

者の保険証の写しおよび振込先の口座番号がわかる部分の写しを同

封してください。 

※支給の可否や支給額等の詳細は、市ホームページで確認するか、下

記あてお問い合わせください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

偏見や差別をなくしましょう！ 
 新型コロナウイルス感染症は、誰にでも感染リスクがあります。 

姿が見えないウイルスへの不安な気持ちから、感染した人やそのご

家族、医療従事者や介護福祉施設等の関係機関の皆様に対する差別に

つながるような行為は人を傷つけ、人権を侵害することになります。 

 相手を思いやる気持ちを持ち、冷静に行動することを心がけ、引き

続き「マスクの着用・うがい・手洗い・３密（密閉・密集・密接）回

避」の徹底をお願いします。 

◇電話による人権相談 

みんなの人権１１０番 ☎０５７０－００３－１１０ 

■問合 宇都宮地方法務局 ☎０２８－６２３－０９２５ 

 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

令和２年１２月１５日 Ｎｏ．３６６ 
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■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２ 
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TEL 0287-88-2890 FAX 0287-88-1880 
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【事業者向け】 

新型コロナ感染防止対策取組支援金の申請 
市では、市内事業者の自主的な新型コロナウイルス感染拡大防止の

取り組みを推進するため、業種別ガイドラインに沿った感染防止対策

を講じた事業者に対し、支援金を支給しています。 

◇対象となる事業者 

・中小企業基本法に規定する中小企業者であること。 

・支援金申請時点で事業を行っており、今後も事業継続する意思が

あること。 

・市内で事業を営んでいること。 

・県の「新型コロナ感染防止対策取組宣言」運動に賛同し、「取組 

宣言書」と「ステッカー」の掲出を行っていること。 

・市内の事業所に関し、５万円以上の費用を支払って業種別ガイド

ラインに沿った感染防止対策（令和２年４月１日以降に着手し、

支援金申請時点までにその支払いが完了した次のものに限る）を

講じていること。 

◇対象となる対策 

・室内の空気の衛生管理を行うための設備（換気扇やウイルス除去

機能のある空気清浄機等）の設置 

・飛沫を防止するための設備（飛沫防止シート等）の設置 

・設備の非接触型への改修（キャッシュレス決済対応等） 

・従業員や来客者に感染防止対策を促すための設備（非接触型体温

計、サーモカメラ等）の設置または掲示物等の掲出 

・その他、ガイドラインに沿った感染防止対策と市長が認めるもの 

※上記に該当する費用であっても、次のものは計上できません。 

・消耗品の購入費 

・汎用性が高く、感染防止対策以外の取り組みに流用できる機器等

の購入費 

・役務の提供に係る費用 

・リースによる物品の調達費 

・支援金の対象とする感染防止対策に関し、国、県その他団体から

補助金等の交付を受けている場合は、その補助対象経費 

◇支給額 １事業者につき一律５万円 

◇申請方法 令和３年２月１日（月）までに申請書等（市ホームペー

ジ掲載）に必要事項を記入・押印し、関係書類を添付の

うえ、郵送で下記あて申請する。（当日消印有効） 

※申請書等は、下記および市役所南那須庁舎ホールでも取得できます。 

※感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。       

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

■医療費制度情報         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

セルフメディケーションを行いましょう 
◇セルフメディケーションとは 「自分自身の健康に責任を持ち、軽

度な身体の不調は自分で手当てすること」です。具体的な方法とし

ては、適度な運動、十分な睡眠、バランスのとれた食事を心がける、

体温や血圧等の測定による体調管理、健康診断の受診などが挙げら

れます。日頃から健康を意識することによって、健康の維持、生活

習慣病等の予防や改善、ひいては医療費の節約につながります。 

◇ＯＴＣ医薬品の活用 ＯＴＣ医薬品とは、薬局・ドラッグストア等

で処方せん無しに購入できる医薬品のことです。軽度な体調不良を

手当てするためにＯＴＣ医薬品を利用することで、医療費を節約で

きる場合があります。ただし、飲み合わせによる副作用が現れる可

能性があるときは、薬剤師に相談する、体調が改善しない場合はす

みやかに医療機関を受診する等、適宜判断しましょう。 

◇セルフメディケーション税制 医療費控除の特例として、健康増進

の取り組みを行う人が、対象となるＯＴＣ医薬品を購入した際に、

その購入費用について所得控除を受けることができます。申請方法

や対象条件等詳細は、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw 

.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html）をご覧ください。 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

■事業募集        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

地域再生創造事業の募集 
 人口減少等の対策を目的とした市の地域再生計画（国の認定済）に

基づく事業を実効的・継続的に推進する主体である「事業推進主体」

を募集します。選定された事業推進主体には、交付金を交付します。 

◇募集期間 １２月１５日（火）～令和３年１月１２日（火） 

◇対象団体 次の要件を満たす団体（ボランティア団体、ＮＰＯ、各

種団体、自治会、企業等） 

      ・構成員が５人以上で、構成員の過半数が市内に在住・

在勤・在学していること。 

      ・団体の代表者が成年者（２０歳以上）であること。 

      ・団体運営に関する定款・規約・会則があること。 

◇募集内容 市の地域再生計画（那須烏山市まち・ひと・しごと創生

推進計画）に掲げる事業で、おおむね大字単位を事業エ

リアに「企業版ふるさと納税制度」を活用した財源の確

保を見込んだ令和２年度から令和６年度までの企画提案

および提案内容を実施する事業推進主体を募集。 

※今回の募集は、令和２年度および令和３年度を事業開始年度とする

事業に限ります。 

※団体構成員の親睦や趣味的な活動、政治的な活動または宗教活動は

対象外となります。 

※国、地方公共団体、その他公益事業を行う団体から他の補助金の交

付を受けたものまたは受ける予定の事業も対象外となります。 

◇交付金 ５年間の総事業費の１０分の１以内で３００万円を限度に

事業推進主体に１回限り交付します。 

◇審査方法 市の審査委員会において、提出された企画提案書等とプ

レゼンテーション（事業説明・質疑応答）の内容を審査

し、事業推進主体を選定します。 

◇応募方法 令和３年１月１２日（火）までに所定の企画提案書等（下

記備付および市ホームページ掲載）に必要事項を記入し、

下記あて提出する。 

※市の地域再生計画、企業版ふるさと納税制度等については、市ホー

ムページでご確認ください。 

■問合 総合政策課秘書政策グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■まちづくり         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

シティプロモーション 

「なすからフォトキャンペーン」実施中！ 
本市のシティプロモーション推進のため、インスタグラムを活用し

た写真投稿キャンペーンを実施しています。 

多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

◇実施期間 令和３年１月１５日（金）まで 

◇投稿テーマ 「＃公園で楽しむなすから」 

◇特典 応募作品を選考し、３名様にノベルティをプレゼントします。 

◇参加方法 

 ①なすから特派員メインアカウント（@nasukara_pr）をフォローし

てください。 

 ②テーマにあった写真に、以下のハッシュタグを付けて、インスタ

グラムに投稿してください。 

・共通ハッシュタグ「＃那須烏山市」「＃なすから」 

・投稿テーマハッシュタグ「＃公園で楽しむなすから」 

 ③キャンペーン参加者の投稿は、なすから特派員メインアカウント

（@nasukara_pr）で紹介されることがあります。（投稿をリポスト

させていただきますので、ご了承ください） 

※参加の際は、右記の画像を読み取り、「なすからフォ 

 トキャンペーン実施要項」をご確認ください。 

■問合 まちづくり課定住推進グループ 

 ☎０２８７－８３－１１５１ 
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広告掲載募集中！ 
 
広報お知らせ版 
広報なすからすやま 
市ホームページ    の有料広告を募集しています。 
掲載基準等詳細は、市ホームページで確認するか、下記あて 

お問い合わせください。 

■総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

ＪＲ烏山線 アキュム車内で絵画展実施中 
ＪＲ烏山線を地域全体の大切な公共交通機関として、愛し守る意識

を育むことを狙いとして行われた「烏山線アキュム絵画コンテスト」

の入選作品をアキュムの車内に展示します。 

◇展示期間 令和３年１月３１日（日）まで 

※展示期間は変更になる場合があります。 

※車両により展示内容が異なります。また、１月には展示絵画の入れ

替えを予定しています。 

■問合 まちづくり課地域づくりグループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■マイナンバーカード        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

マイナンバーカード「電子証明書」の更新 

は電話予約をお願いします 
マイナンバーカードを持っている人で、電子証明書の更新案内が届

いた人は、電話予約のうえ、更新手続きをしてください。 

※更新手続きができる時間は、平日の午前８時３０分～午後５時です。 

※毎週木曜日の窓口延長業務では手続きできません。 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

    市民課南那須分室 ☎０２８７－８８－０８７０ 

 

マイナンバーカードが健康保険証として 

利用できるようになります 

令和３年３月（予定）からマイナンバーカードが一部の医療機関や

薬局の窓口で健康保険証として利用できるようになります。利用にあ

たっては、事前登録が必要となります。 

なお、健康保険証でもこれまでどおり受診することができます。（健

康保険証が使えなくなることはありません） 

【事前登録方法】 
 マイナポータルから、事前登録が必要です。なお、マイナンバーカ

ードを持っている人は、スマートフォンやカードリーダー対応のパ

ソコンで登録ができます。詳細は、マイナポータルホームページ

（https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html）をご覧ください。 

【市役所で事前登録支援をします】 
マイナンバーカードは持っているが、スマートフォンやカードリー

ダー対応のパソコンを持っていない人、登録方法が分からない人を

対象に登録支援を行います。 

◇期間 １２月２１日（月）～令和３年３月３１日（水） 

※受付時間は、平日の午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分

です。 

※登録支援は予約制です。事前に下記あて電話予約をお願いします。 

◇場所 市役所市民課（烏山庁舎） 

◇事前登録に必要なもの 

 ・マイナンバーカード 

・利用者証明用電子証明書の暗証番号（マイナンバーカード受け取

り時に設定した４桁の暗証番号） 

【マイナンバーカードを作ってみませんか】 
 マイナンバーカードを持っていない人は、この機会にマイナンバー

カードを作ってみてはいかがでしょうか。 

■問合 （マイナンバーカードの健康保険証利用に関すること）  

市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

（マイナンバーカードの申請に関すること） 

市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■農林業         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

農業用免税軽油の免税証交付申請受付 
 令和３年中に使用する農業用免税軽油の免税証の交付申請を次によ

り受け付けます。 

◇期日等 

月日 対象地区 時間 場所 

令和３年 

1月１２日（火） 
烏山地区 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

農政課 

（南那須庁舎） 

令和３年 

1月１３日（水） 

午前：烏山地区 

午後：南那須地区 

令和３年 

1月１４日（木） 
南那須地区 

◇対象 農業を営み農業用機械に軽油を使用する人（令和３年分） 

※次の人には交付できませんので、ご注意ください。 

 ・免税軽油使用者が税の滞納処分を受け２年を経過していない人 

 ・「免税証の引取りに係る報告書」の提出がない人 

◇申請に必要なもの 

区分 申請書類等 

新規 

・耕作面積証明書（農業委員会発行） 
・栃木県収入証紙４２０円分 
・機械のメーカー名・型式・馬力等の分かるカタログ等（トラク
ターおよびコンバインは不要） 

・印かん 

継続 

・免税軽油使用者証 
・免税軽油の引取り等に係る報告書および添付書類（納品書等） 
・変更がある機械のメーカー名・型式・馬力等の分かるカタログ
等（トラクターおよびコンバインは不要） 

・印かん 

更新 
免税軽油使用者証の有効期間の始期が平成３０年中の場合 
・栃木県収入証紙４２０円分 
・その他必要書類は、上記「継続」申請と同じ 

機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合は、上記のほ
かに次のものが必要になります。 
・耕作（農作業受委託）証明書（農業委員会で交付するもの） 
・農作業受委託に関する契約書の写し 

※収入証紙４２０円は現金でも預かりますが、つり銭のないように準

備してください。 

※酪農畜産経営者は作業計画表（作業ごとの作付面積、軽油の使用状

況等）を添付してください。 

※共同利用の申請には、共同利用者全員の印かんが必要です。 

※申請の際は、マスク着用、手指消毒等、感染症対策にご協力くださ

い。また、体調が優れない場合は、当日の申請をお控えください。 

（矢板県税事務所で後日申請が可能です） 

■問合 矢板県税事務所 ☎０２８７－４３－２１７３ 

農業委員会事務局（農政課内） ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

興野直売所イベント「歳末感謝セール」 
◇日時 １２月２２日（火）、２３日（水）午前８時～ 

◇場所 興野農産物直売所（興野４１９－３） 

◇内容 野菜、加工品販売  

※５００円以上購入でくじ引きが１回できます。（空くじなし） 

【年末年始の営業】 
年末は１２月３１日（木）午後１時まで、年始は令和３年１月５日

（火）からの営業となります。 

■問合 興野農産物直売所 ☎０２８７－８４－３３４８ 
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■行政相談        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

行政相談所 
総務大臣からの委嘱を受けた行政相談委員が、役所の仕事に対する

苦情や要望を受け付けて、公平・中立の立場から関係機関への通知等

を行います。毎月「心配ごと相談」で実施している定例相談のほか、

下記により相談所を開設しますので、気軽にご相談ください。 

なお、相談は無料で秘密は絶対に守られます。 

◇日時 １２月２３日（水）午前９時～正午 

◇場所 市役所烏山庁舎１階市民室（事前申し込みは不要です） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■環境           
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和３年度 

栃木県地球温暖化防止活動推進員の募集 
県では、地球温暖化に関する普及啓発をボランティアで行う地球温

暖化防止活動推進員を募集しています。 

◇任期 令和３年４月１日～令和５年３月３１日（２年間） 

◇応募資格 下記の①～④全ての要件を満たす必要があります。 

①栃木県内に在住の人 

②満１８歳以上の人（令和３年４月１日現在） 

③地球温暖化対策のための活動に熱意と識見を有し、地域で活動で

きる人 

④後述の令和３年度養成研修会に参加した人 

◇応募方法 令和３年度養成研修会に参加後、応募用紙を下記あて提

出する。 

【令和３年度養成研修会】 
◇参加方法 令和３年１月１５日（金）までに下記 

アドレスまたは右記の画像を読み取り、 

研修会参加申込書に必要事項を記入し、 

下記あて申し込む。 

ＵＲＬ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/suisinninnpe-ji.html 

■問合 栃木県地球温暖化防止活動推進センター  

☎０２８－６７３－９１０１ 

 

■子育て支援        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

麻しん風しん混合予防接種はお早めに 
◇１期（１回目） 

 １歳～２歳の幼児 

※１歳を過ぎたら早めに医療機関で接種してください。 

◇２期（２回目） 

 平成２６年４月２日～平成２７年４月１日生まれの幼児（幼稚園・

保育園の年長に該当する年齢の幼児） 

※令和３年３月３１日（水）までに、医療機関で接種してください。 

◇接種費用 

 県内の協力医療機関で接種する場合は、窓口での自己負担はありま

せん。協力医療機関以外で接種する場合は、接種費用の助成があり

ます。（限度額あり） 

※接種対象期間を過ぎると接種費用は自己負担となります。 

※県内の協力医療機関については、栃木県医師会のホームページでご

確認ください。 

※接種を希望する場合は、必ず医療機関で予約をしてください。 

※予診票を紛失した場合は、こども課（保健福祉センター）または市

民課市民窓口（烏山庁舎）で受け取ってください。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

■広報          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

市公式ＬＩＮＥ 友だち登録をお願いします 
市政情報のほか、イベント情報、観光情報、災害情報等を配信しま

すので、友だち登録をお願いします。 

◇アカウント情報 ・アカウント名：那須烏山市 

・アカウントＩＤ：＠nasukara-1112 

※ＬＩＮＥを利用するには、スマートフォン、タブレット端末、パソ

コン等のＬＩＮＥアプリを起動できる環境が必要です。アプリのイ

ンストール方法は、ＬＩＮＥホームページ（https://guide.line.me/ja 

/signup-and-migration/line-install.html）でご確認ください。 

※原則、返信・回答はしません。お問い合わせは、各担当部署または

トーク画面のメニューにある広聴箱からお願いします。 

※配信時間は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分です。（緊急情

報の場合は、この時間以外にも対応することもあります） 

■問合 総合政策課広報広聴グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■健康・福祉        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

特定健診・がん検診等日程 
◇日程等 ※全て申込が必要です。 

期日 申込締切日 受付時間 

令和３年１月５日（火） 

◎婦人検診等あり 

１２月２４日（木） 

午前８時３０分 

～１０時３０分 

 

※受付時間が異なる

場合があります。 

令和３年１月６日（水） 

◎婦人検診等あり 

令和３年１月７日（木） 

【最終日】 

※場所はすべて保健福祉センター（田野倉８５－１）です。 

※感染症対策として、３密（密閉・密集・密接）を避けるため、受付

時間を指定します。受付時間は、「集団健康のお知らせ」でお知らせ

します。 

※特定健診を受ける人は保険証、特定健診受診券（国民健康保険・後

期高齢者医療保険加入者）を持参してください。受診券の有効期限

が令和２年１２月１２日となっている場合でも使用できます。 

※新型コロナウイルス感染症の動向により、中止する場合があります。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

健康長寿セミナー 

「ノルディックウォーク教室」参加者募集 
 ノルディックウォークとは、両手で専用のポールを突きながら歩く

ウォーキング法で、安定した歩行や姿勢の改善、関節の柔軟性を高め

る効果が期待できます。コロナ禍ではありますが、新しいことをはじ

めてみませんか。 

◇日時 令和３年１月１５日（金）、２２日（金）、 

２月５日（金）、２６日（金）  

※時間はすべて午後１時３０分～２時３０分です。 

◇場所 南那須公民館多目的室および屋外（岩子６－１） 

◇内容 ノルディックウォークの方法、実践  

 講師：日本健康財団 健康運動指導士 

◇対象 おおむね６５歳以上の市民（先着１５名） 

◇費用 無料 

◇持物 動きやすい服装、飲物（ノルディックポールは貸出します） 

◇申込 令和３年１月１３日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

※感染症対策を十分に講じて実施します。 

※感染症の動向により、休止する場合があります。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ 

☎０２８７－８８－７１１５ 
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「食べて健康！プロジェクト」実施中！ 

【「鍋で健康！プロジェクト」協力店募集】 
冬に美味しい野菜が手軽にとれる「鍋」で、栃木県民の「健康」づ

くりを一緒に応援しませんか？ 

◇実施期間 １１月１日（日）～令和３年２月２８日（日） 

◇対象 下記の①、②のいずれかを行う飲食店、スーパーマーケット等 

 ①野菜たっぷり鍋を提供する 

  １人前あたり野菜１８０ｇ以上が含まれる鍋を店舗等で提供する。 

 ②健康に良い鍋の食べ方をお知らせする 

  栃木県が提供するリーフレットやポップ等を店舗内（野菜売場、

客席、レジ付近）に設置し、具材のバランス、味付け等、健康に

良い鍋の食べ方をお知らせする。 

◇申込 健康長寿とちぎＷＥＢ（http://www.kenko-choju.tochigi.jp/co 

ntents/page.php?id=110）掲載の応募用紙に必要事項を記入し、

Ｅメール、ＦＡＸまたは郵送で下記あて送付する。 

【「鍋で健康」レシピ大募集！】 
県民が「１日３食、野菜と食塩に留意して、きちんと食事をとる」

ことができるよう、「だれにでも、おいしく、かんたんに」できる「鍋

で健康」レシピを募集します。今年度はフレイル予防をテーマに実施

します。皆さんからのおすすめの鍋をお待ちしています！ 

◇募集期間 １１月１日（日）～令和３年２月２８日（日） 

◇応募条件 

区分 内容 

部門 

①プロのおすすめレシピ（栄養士、調理師、企業・団体、
給食施設、飲食店等の食を職業とする個人・団体） 

②アイデアレシピ（栃木県民または栃木県内に勤務・在学
する人） 

募集レシピ 

主菜となるたんぱく質源と野菜類（卵、緑黄色野菜、果物、
牛乳・乳製品、肉類、海藻、いも、油脂、大豆や大豆製品、
魚介類）を含む、以下の条件を満たす鍋 
①プロのおすすめレシピ（１人前あたり） 
 上記１０品目から７品目以上使用し、野菜１８０ｇ以上、
たんぱく質２５ｇ以上、塩分３ｇ未満 

②アイデアレシピ（１人前あたり） 
 上記１０品目から７品目以上使用し、野菜１８０ｇ以上 

募集作品 

・プロジェクトの趣旨に合致した「簡単でおいしい」鍋料
理とする。 

・アイデアメニューは、自作で未発表のものに限る。 
・応募作品は選考のうえ、健康長寿とちぎＷＥＢに公開す
るほか、広報に活用します。 

◇申込 健康長寿とちぎＷＥＢ（http://www.kenko-choju.tochigi.jp/top 

ics/page.php?id=479）掲載の応募用紙に必要事項を記入し、

写真（データ可）等を添付のうえ、Ｅメール（１０ＭＢ未満）

または郵送で下記あて提出する。 

※詳細は、健康長寿とちぎＷＥＢ（http://www.kenko-choju.tochigi.jp）

でご確認ください。 

■問合 県保健福祉部健康増進課 ☎０２８－６２３－３０９４ 

 ＦＡＸ０２８－６２３－３９２０  

Ｅメール：kenko-choju@pref.tochigi.lg.jp 

〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０ 

 

■図書館         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 １２月１９日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇内容 絵本の読み聞かせ 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 １２月２６日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

年末年始の図書館休館日 
◇休館期間 １２月３０日（水）～令和３年１月４日（月） 

※図書の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。 

※ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオテープは破損の恐れがあるため、開館日に直

接カウンターに持参してください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

※烏山公民館事務室は、月曜日、毎月第３日曜日、祝日および年末年
始はお休みです。 

※公民館講座に参加する際は検温し、マスクを着用してください。 

 

公民館講座 

「珈琲＆お菓子づくり講座」参加者募集 
美味しいコーヒーのいれ方とコーヒーに合う簡単なお菓子の作り方

を学びましょう。 

◇日時 令和３年２月１３日（土） 

①午前１０時～正午、②午後１時３０分～３時３０分 

◇場所 烏山南公民館調理室 

◇内容 米粉パウンドケーキ作りおよびハンドドリップによるコーヒ

ーのいれ方と試飲（①、②どちらも同じ内容です） 

◇講師 ａｓｏｃｏｎｏ ｃａｆé 市田久美子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 ①、②各先着６名 

◇費用 ９００円程度（材料代実費） 

◇持物 マスク、三角巾、エプロン、コーヒーカップ、タオル、持参

できる人は、ペーパーフィルター用ドリッパーおよびフィル

ター、ドリップポット 

◇申込 １２月１９日（土）～令和３年１月５日（火）の午前９時か

ら午後５時までに電話等で下記あて申し込む。 

※１２月２８日（月）～令和３年１月４日（月）は、事務室休業日の

ため受け付けできません。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■その他         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

都市計画区域マスタープランの縦覧 
この都市計画（案）について意見のある人は、縦覧期間中に意見書

を提出することができます。提出された意見書の要旨は、県都市計画

審議会に提出されます。 

◇計画の名称 那須烏山都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 （那須烏山都市計画区域マスタープラン） 

◇対象区域 那須烏山市の一部 

◇縦覧期間・意見書提出期間 １２月８日（火）～２２日（火） 

※土・日曜日を除く。 

◇縦覧場所・意見書提出方法 １２月８日（火）～２２日（火）に意

見書（下記縦覧場所備付）に住所、氏名、生年月日、職業、意見の

趣旨およびその理由を明記し、下記のいずれかの提出先あて持参す

るか、郵送または栃木県電子申請システムにより提出する。 

縦覧場所・意見書提出先 住所等 

県県土整備部都市計画課 
計画担当 

〒３２０－８５０１ 
宇都宮市塙田１－１－１ 

県烏山土木事務所 
企画調査部企画調査課 

〒３２１－０６２１ 
那須烏山市中央１－６－９２ 

市都市建設課 
都市計画グループ 

〒３２１－０５９５ 
那須烏山市大金２４０ 

栃木県電子申請システム 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b03/pref/jyou 
houka/denshikenchou/shinsei.html 

■問合 県都市計画課 ☎０２８－６２３－２４６５ 

県烏山土木事務所企画調査課 ☎０２８７－８３－１３１６ 

市役所都市建設課 ☎０２８７－８８－７１１８ 
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求職者とシニアのための 

巡回相談会＆巡回セミナー 
求職者のためのキャリアカウンセラーによる相談会・セミナーとシ

ニア世代の社会参加活動支援のための相談会を開催します。（全２回） 

予約が必要となりますのでご注意ください。 

◇日程等 

日時（場所） 内容 

第 

１ 

回 

１２月１７日（木） 

午前１０時３０分 

～午後４時 

（市役所烏山庁舎） 

◇午前１０時３０分～正午 

「とちぎジョブモール巡回セミナー」 

テーマ：第１回 面接の受け方とメンタル

トレーニグ 

第２回 応募書類作成 

講師：ジョブモールキャリアカウンセラー 

 

◇午後１時～４時 

①キャリアカウンセリング 

・就職活動、就職相談に関するアドバイス、

職業適性診断 

②とちぎ生涯現役シニア応援センター相談会 

・セカンドライフに関するアドバイス 

・ボランティアから就労まで、様々な社会

参加活動に関するアドバイス 

・生涯学習に関するアドバイス 

第 

２ 

回 

令和３年 

１月２１日（木） 

午前１０時３０分 

～午後４時 

（市役所南那須庁舎） 

※①、②はいずれかの内容を選択のうえ、受講していただきます。 

※②は午後３時までです。 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。（申し込み時に相談希望内

容をお伝えください） 

※詳細は、市ホームページでご確認ください。 

■問合 商工観光課商工振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

令和２年度男女共同参画セミナー県民講座 
【オール１の落ちこぼれ、教師から主夫になる 

～性別では決まらない役割分担～】 
◇日時 令和３年１月２３日（土）午後１時３０分～３時 

◇場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター 

（宇都宮市野沢町４－１） 

◇講師 元高等学校教諭・主夫 宮本延春 氏 

◇対象 どなたでも 

◇定員 先着７０名 

◇費用 無料（一時保育を希望する場合は１人につき５００円） 

◇申込 令和３年１月２２日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

※ＦＡＸで申し込む場合は、氏名、住所、電話番号、生年、一時保育

の希望の有無を記載してください。また、センターホームページ

（http://www.parti.jp/）からも申し込みできます。 

※一時保育を希望する場合は、令和３年１月９日（土）までにお申し

込みください。 

■問合 とちぎ男女共同参画センター ☎０２８－６６５－８３２３ 

 ＦＡＸ０２８－６６５－８３２５ 

 

令和２年度新春経済講演会 
◇日時 令和３年１月２０日（水）午後２時～３時３０分 

◇場所 ホテル東日本宇都宮大和の間（宇都宮市大曽町４９２－１） 

◇内容 講演：２０２１年の日本経済の展望 

    講師：第一生命経済研究所 

主席エコノミスト 永濱利廣 氏 

◇定員 ２５０名 

◇費用 無料 

◇申込 １２月２３日（水）までにＦＡＸまたはＥメールで下記あて

申し込む。（定員になり次第締め切り） 

■問合（公財）栃木県産業振興センター ☎０２８－６７０－２６０６ 

ＦＡＸ０２８－６７０－２６１６ 

Ｅメール：kenshu@tochigi-iin.or.jp 

南那須地区の防災行政無線が 

令和３年３月で終了となります 
 平成１１年４月から運用してきました南那須地区の防災行政無線が、

令和３年３月で終了となります。今後は、既に運用している「防災  

Ｉｎｆｏなすからすやま」（@Infocanal）や防災メール等で、防災行政

情報を取得いただきますようお願いします。なお、火災等の災害を周

知するために、各消防分団部の詰所にモーターサイレンの設置工事を

行っています。令和３年１月から運用開始予定です。 

■問合 総務課危機管理グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

南那須の自然と文化を考える会 

ブラリなすから 
◇日時 令和３年１月９日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 烏山中央公園 

◇散策コース 「烏山の脊梁を歩く」（歩行６．５ｋｍ程度） 

八雲神社 → 毘沙門山遊歩道 → 筑紫山 → 烏山城跡 → 東江神社

（烏山八景の碑）→ 滝田の大滝 → 矢沢のヤナ → 滝田本郷 →  

金刀毘羅神社 ※山道、急坂あり。 

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏 

     那須烏山市観光ガイド 松本将樹 氏 

◇費用 無料（事前申し込みは不要です） 

◇持物 動きやすい服装、飲物等 

※感染症対策のため、検温する等、健康状態を確認してからご参加く

ださい。 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 

 

■行事予定        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

１２月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 水 
心配ごと相談 

特定健診・がん検診（予約者の日） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

１７ 木 窓口延長業務（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

１８ 金   

１９ 土 おはなし会10：30～11：00 南那須図書館 

２０ 日 【休日当番医】上野医院（ 那 珂 川 町 ） ☎0287-96-5151 

２１ 月 
１歳児相談受付（午前） 

１歳６か月児健診受付（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２２ 火 
２歳６か月児相談受付（午前） 

４か月児健診受付（午後） 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２３ 水 

５歳児相談受付（午前） 

８か月児健診受付（午後） 

行政相談 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

烏山庁舎 

２４ 木 
窓口延長業務（～19：00） 

離乳食相談（要予約） 

烏山庁舎・保健福祉センター 

保健福祉センター 

２５ 金 

小学校・中学校終業式 

２歳児相談受付（午前） 

３歳児健診受付（午後） 

 

保健福祉センター 

保健福祉センター 

２６ 土 おはなし会14：00～14：30 烏山図書館 

２７ 日 【休日当番医】山野クリニック ☎0287-84-3850 

２８ 月 

固定資産税第４期、国民健康保険

税第６期、介護保険料第６期、後

期高齢者医療保険料第６期納期

限・口座振替日 

 

２９ 火 デマンド交通運休（～1月3日）  

３０ 水 
【休日当番医】高野病院（ 那 珂 川 町 ） 

市立図書館年末年始休館日（～1 月 4 日） 

☎0287-92-2520 

 

３１ 木 【休日当番医】南那須青木医院 ☎0287-88-6211 
 


